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■

久

須

本

文

雄

四
十
三
蔵

正
徳
九
年
甲
戌
。

在
除
州
聖

朋

赴
南
京

四
月

過
江
浦

四
、五
月

至
南
京

五
月

在
南
京
憩
爺

皇
紀
二

一
七
四
、
西
紀

一
五

一
四

爪阿
も
除
州
に
あ
り
て
講
學
に
專
念
す
。

南
京
鴻
櫨
寺
卿
に
陞
任
し
南
京
に
赴
く
。

源
陽
の
士
逡
り
て
烏
衣
(安
徽
省
)
に
赴
き
、

別
る
、
に
忽
び
す
江
浦
(江
蘇
省
)
に
留
ま
り

て
陽
明
の
渡
江
を
倹

っ
。

任
地
南
京
に
至
る
。

南
京
に
至
り
て
よ
り
、
徐
愛
等
の
同
志
H
に

相
來
り
親
し
み
講
學
琢
磨
之
力
む
。
南
畿
に

て
學
を
講
論
す
る
迄
は
、
知
行
合

一
、
静
座

放
心
の
功
夫
を
主
唱
せ
し
が
藪
に
至
り
て
只

天
理
人
欲
の
読

(存
天
理
去
人
欲
は
佛
敏
の

所
謂
澄
得
菩
提
断
滅
煩
麟
に
當
る
)
を
唱
導

王
陽
窮
佛
刹
巡
歴

年
譜
會
要
(
二
)

○
○

し
て
實
功
を
爲
す
事
を
教
示
せ
し
な
り
。
源

洲
在
任
頃
よ
り
陽
明
の
心
境
と
教
旨
と
に
亦

一
攣
轄
を
來
た
せ
し
を
見
る
。
之
陽
明
の
…教

學
三
攣
遷
の
中
、
第
三
攣
期
〆自
絵
陽
後
)に

属
す
物
と
謂

ふ
べ
し
o

仙
佛
の
教
旨
を
嬉
談
す
る
王
嘉
秀
、
薫
患
、に

劉
し
て
切
實
に
仙
佛
の
非
を
辮
論
す
ゆ
陽
明

爾
子
を
戒
論
し
て
日
《

吾
幼
時
求
聖
學
不
得
、
亦
嘗
篤
志
二
氏
、

其
後
居
夷
三
載
、
始

見
聖
人
端
緒
、
悔
錯

用
功
こ
十
年
、
二
氏
之
學
、
其
妙
與
聖
人

只
有
毫
螢
乏
間
、
故
不
易
辮
、
惟
篤
志
聖

學
者
始
能
究
析
其
謄

微
、非
測
億
所
及
也
。

(
一
)
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王
紬瞬
明
佛
刹

巡
幽歴
年
譜
會

要
(
二
)

(
全

書

巻

三

二

、
年

譜

一
、
四

+

二
蔵

の

項

)

と

o

赴
鎭
江
?
鞘
羅

鱗

朋
間

南
京
鴻
撃

卿
に
馨

し
て
南
山示

滞
在
中
、
南
京
の
清
涼
寺
及
び
鎭
江
の
牛
首

(
頭
)山
を
訪
歴
せ
し
な
b
。

游
牛
首
山

春
尋
指
天
闘
,
咽
霞
砂
何
許
,
墜
峯
久
翻

違
、
千
巖
來
奮
主
.
浮
雲
刺
中
天
、
飛
閣

凌
風
雨
、
探
秀
澗
阿
入
、
蕪
陰
息
筐
筥
。

滅
迩
避
塵
櫻
、
清
朝
入
深
沮
、
風
驚
仰
門

歴
,
湶
墾
魔
窺
傭
、
梯
雲
蹄
石
閣
、
下
楊

一

得
吾
所
、
繹
チ
上
方
候
鳴
鐘
出
延
停
。

頽
景
耀
回
紛
.
暦
○
翼
輕
墨
、
曖
曖
林
芳

暮
,
・治
沿
石
泉
語
、
清
宥
歌
無
課
、
峯
月

.

升
畑
宇
、
會
曙
得
良
朋
.
可
以
寄
心
騎
。

(全
書
雀
二
十
,
外
集
二
)

四
十
四
歳

遊
清
涼
寺
三
首

在
南
京

ー

春
尋
載
酒
本
無
期
、
乗
興
還
嫌
馬
足
逓
、

(
二
)

古
寺
共
憐
春
草
没
γ
遠
山
偏
與
夕
陽
宜
、

雨
晴
澗
竹
消
蒼
粉
、
風
媛
巖
花
落
紫
○
、

昏
黒
更
須
凌
絶
頂
、
高
懐
想
見
少
陵
詩
。

其
二

積
雨
山
行
已
後
期
、
更
堪
多
病
釜
邊
遽
、

風
塵
漸
畳
初
心
負
、
丘
堅
眞
於
野
性
宜
、

緑
樹
陰
暦
新
作
蓋
、
紫
蘭
香
細
術
絵
○
、

輌
川
圖
書
能
如
許
、
絶
是
無
聲
亦
有
詩
。

其
三

不
顧
尚
書
此
日
期
、
欲
爲
花
外
板
輿
逓
、

繁
綜
急
管
人
人
醇
、
竹
径
松
堂
虚
鹿
宜
、

墜
樹
曙
芳
春
寂
奨
、
五
峯
疇
秀
晩
義
○
、

暮
鐘
杏
杏
、
催
鯖
騎
、
燗
慢
煙
光
不
鑑
詩

(
全
書
巻
二
十
外
集

二
)

正
徳
十
年
乙
亥
、
皇
紀
二

一
七
五
、
西
紀

一
五

一
五

正
月

爾
京
官
吏
考
察
の
任

に
當
り
た
れ
ば
、
ヒ
疏

し
て
僻
職
の
意
を
陳
す
る
も
允
さ
れ
す
。
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八LO

月 ○

 

0
0

龍
山
公
の
命
を
以
て
再
從
子
正
憲
を
立
て
、

後
飼
と
な
す
。

時
事
に
.感
じ

「諌
蓮
佛
疏
」
(全
書
雀
九
、所

牧
)
を
作
b
し
も
、
故
あ
り
て
上
奏
せ
す
し

で
止
む
。
,

時

に
組
母
學
太
夫
人
齢
九
十
有
六
、
上
奏
し

て
致
仕
を
請
ふ
も
允
さ
れ
す
り

'是
歳
、
御
史
揚
血
ハ、
朝
に
薦
め
て
祭
酒
に
任

ぜ
ん
と
せ
し
も
探
用
さ
れ
す
。

囲
H
十

五
出域

正

臨徳
十

有

一
年

丙

一ナ
、

良
王
紀

二

一
李
u
山ハ
、
西

紀

一
　九

「
六

藷

京
碧

朋

嘗
職
の
傍
ら
講
讐

力
む
。

赴
纏

斉

兵
藩

書
王
建

特
に
麩

し
て
都
饒

左

食
都
御
史
に
陞
し
、
南
鞍
(
江
西
鞍
州
)
及
び

汀
滝
(
輻
建
)等
諸
地
方
の
流
賊
を
巡
撫
せ
し

む
。

'

、至

,越

十
月

任
地
に
赴
く
便
道
越
に
齢
省
し
て
學
太
夫
入

王
陽
萌
・佛
刹
巡
歴
年
譜
會
要
(
二
)

及
び
龍
山
公
に
禽
見
す
る
を
得
た
り
。

罎

騨

百

善

し
越
葵

し
蕗

に
赴
き
し
は
土

蕎

旬

頃

な

ら

ん

。

四

十

六
歳
…

正

緬偲
十

有

二
年

丁

丑

、

皇

紀

一
一
一
、七

七

.

西
.紀

一
五

一
七

過
萎

魂

鯖

末

蓉

赴
任
せ
ん
と
し
て
江
璽

・安
府
万
安

を
過
ぎ
し
際
、
流
賊
に
遇
ひ
之
を
撃
滅
す
。

藷

州
柾
六
朗

暫

箸

施
政
府
を
開
き
、
+
憲

法
を
行

ひ
民
に
倫
常
を
敏

へ
流

民
を
招
撫
し
、
亦
新

に
民
兵
を
選
ぶ
、
此
の
日
南
鞍
の
賊
李
定
。

往
汀
州

二
月

兵
を
幅
建
汀
州
(
長
汀
)
に
進
む
。

至
長
富
村

一
月
末
?
兵
を
進
め
て
輻
建
の
長
富
村
に
次
り
し
に

流
賊

に
遇
ひ
て
慮
職
し
賊
雫
和
の
北
方
象
湖

山
に
奔
走
せ
し
九
め
、
官
兵
逐
ひ
て
蓮
花
石

に
至
る
。

屯
上
杭

祁
騙

後
、
軍
を
進
め
て
霧

汀
州
府
上
杭
縣
に
屯

し
て
暫
く
師
を
休
め
鏡

を
養

ふ
。

(
三
)
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.軍
陽
明
佛
刹
巡

歴
年
譜
會
要

(
二
)

赴
象
湖
山
忙
翫

不
意
に
奮

乗
し
豪

湖
山
(筋
建
の
潭

州
上
杭
間
)
の

賊
を
攻
む
。
此
の
役
三
ケ
月
に
渉
り
潭
南
数

十
年
の
諸
冠
悉
く
平
定
す
。
鞍
潭
の
流
賊
雫

定
の
功
を
賞
し
位

一
級
陞
贈
せ
ら
る
。

塑

脾

論

潭
州
の
撃

定
。

返
鞍
州

四
月

師
を
班
す
。

在
鞭
州

五
月

深
く
軍
除
の
組
織
に
意
を
用
ひ
隊
伍
法
を
改

良
す
。
上
奏
し
て
亭
和
縣
(滝
州
西
南
方
)を

河
頭

に
設
け
、
河
頭
(
上
杭
東
南
方
)
の
巡
検

司
を
栃
頭
に
移
さ
ん
こ
と
を
請

ふ
。

,

六

月

+
五
日

盤
を
運
輸
す
る
の
法
を
奏
請
す
。

掛

朋

霧

の
商
撃

鐘

せ
ん
こ
と
を
上
疏
す
。

九
月

改
め
て
南
鞍
汀
潭
諸
州
の
軍
務
提
督
の
命
を

受
け
猫
旗
牌
を
給
し
便
宜
事
に
從
ふ
を
得
せ

し
む
。

在
大
庚
隷

肥

晶

大
庚
の
賊
歪

。

在
鞭
州

九
月

在
騨

卦
器

密
か
量

兵
藁

(廣

峯
附
近
)に
進

過
南
康

左
鞍
州

(
四

)

め
輩

五
+
撃

破
り

(自
+
月

七

日

至
+
月
廿
七
日
)
次

で
叉
桶
岡
(
同
上
)
の
賊
を
破
る
(硝
霧

奨

朗
九
)。
か
の
有
名
な
る
晟

山
中
賊
易
、
破

心
中
賊
難
」
は
横
水
に
在
り
し
時
の
作
に
し

て
門
人
楊
仕
徳
に
與

へ
し
書

(全
書
巻
四
、

所
牧
)
に
あ
り
。

十
二
月

横
水
、
桶
岡
、
左
漢
の
賊
卒
定
せ
し
か
ば
、

師
を
班
し
江
西
南
康
を
過
ぐ
る
の
時
、
百
姓

漱
嘉
し
て
途
に
迎

へ
頂
香
禮
舞
す
。

閏
計
二
蓼

し
て
崇
叢

治
(江

西

省

南
康
、
西
)
を
設
け
、
及

び
茶
寮
隆
、
上
墾
鉛
,
廠
長
龍
に
三
巡
検
司

を
置
か
ん
こ
と
を
請
ひ
し
が
允
さ
る
。

四
十
七
歳

正
徳
十
有
三
年
戊
寅
、
皇
紀
二

一
七
八
、
西
紀

一
五

一
八璽

酬
謡

O上
、
中
、
下
三
渕
(九
連

山
及
び
龍
川
附
近
)

の
賊
を
征
せ
ん
と
し
て
赴

く
。

帥
日
、
龍
南
(江
西
〉を
過
ぐ
。
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二
蓋

朋

奏
し
て
南
安
の
小
講

を
大
庚
峯
串

ド杉

す

。

至
だ
連
姻
正
苦

墾

し
三

洌
を
征
し
進
み
て
九
置

配

鱗

肋
)を
攻
む
。
此
の
役
正
月
吉

よ
り
三

日

月
八
日
に
至
る
凡
そ
ニ
ケ
月
聞
に
し
て
賊
藁

を
破
る
こ
と
三
十
八
、
賊
首
五
十
八
人
、
從

賊
二
千
飴
人
を
檎
斬
し
俘
獲
勝
げ
て
算
ふ
べ

か
ら
す
。

三
月
四
日

上
疏
し
て
病
の
た
め
に
致
仕
を
乞
ひ
し
も
允

さ
れ
す
。

往
龍
川

三
月
?

廣
東
の
龍
川
に
赴
き
て
新
民
を
撫
論
す
。
此

の
時
、
便
道
、
潮
陽
。
の
難
山
寺

(嬢
山
護

國
暉
寺
)
を
訪
れ
し
な
ら
ん
。

節
籟
州

四
月

籟
州
に
師
を
班
し
砒
學
を
建
て
、
專
ら
教
化

に
力
め
し
た
め
、
雍

々
然
と
し
て
漸
く
禮
譲

の
風
興
る
。

劉
伯
頒
に

「
訓
裳
大
意
」
を
敏
示
す
。

在
籟
州
五
月

嚇
日

和
平
縣
(
廣
東
省
)設
置
を
上
奏
す
。

王
陽
明
佛
刹
巡
歴
年
譜
會
要
(
二
)

六
月

+

八

日

七
月

八
月

九
月

都
察
院
右
副
都
御
史

に
陞
り
、

一
子
、
正
憲

を
錦
衣
衛
に
廠
し
、
百
戸
を
襲
が
せ
ら
る
。

僻
免
す
れ
ど
も
不
允
。

專
ら
意
を
門
友
の
講
學

に
注
ぐ
。

「
古
本
大

璽
」
を
刻
し
之
が

「
序
」
及
び

「
穿
繹
」
を

作
り
、
叉

「
朱
子
晩
年
定
論
」
(「
傳
習
録
」

巻
下
所
牧
)
を
刻
し
之

が
序
を
作
る
。

評
侃
は
徐
愛

(
此
歳
三
十
有

一
卒
。
學
案
は

十
二
年
五
月
と
記
し
,
諸
山
年
譜
は
十
三
年

と
記
す
。
)
が
筆
録

せ
し

「傅
習
録
」

一
巻
と

序
二
篇
と
を
得
て
陸
澄
と
各
自

一
巻
を
録
し

て
之
を
震
(鞍
)
州
に
於

て
刻
せ
り
,傳
習
録
」

上
巻

一
冊
是
な
り
。

斯
く
て

一
面
は
赫
々
た
る
事
功
の
名
轡
を
得

他
面
上
梓
の
「
傳
習
録
軍
流
通
せ
し
に
因
り
、

道
を
問
ひ
敏
を
請
ふ
る
も
の
遠
近
輻
湊
し
、

館
舎
の
狭
隙
を
以
て
乃
ち
漉
漢
書
院
を
修
葺

す
。

(五
)
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◎

王
陽
舅
佛
刹
巡
歴
年
譜
會
要
(
二
)

四
十
八
歳

一
九

在
籟
州

十
月

十十 十十
二 五
日月 日月

既
に
大
征
の
捷
報
を
奏
上
し
て
梢

々
綾
念
せ

し
を
以
て
或
日
酒
鑓
を
張
り
て
諸
生
を
慰
撫

す
。

郷
約
,
殊
に
保
甲
法
(
農
兵
組
織
の

一
法
)
を

施
行
し
て
土
民
を
懇
鍮
す
。

再
び
上
疏
し
て
卒
和
縣
設
置
を
議
す
。

再
度
上
奏
し
て
通
臨
皿法
を
請
ふ
。
蓋
し
南
輯

地
方
の
爲
に
廣
地
方
の
臨
皿を
得
ん
こ
と
を
計

り
し
な
り
。
通
塵
法
の
再
上
疏
期
日
に
關
…し

て
は
全
書
年
譜
は
十

一
月
と
記
し
全
集
年
譜

は
十
二
月
と
記
せ
し
も
全
書
巻
十

一
の
期
日

を
採
用
記
載
せ
し
な
り
。

正
徳
十
有
四
年
巳
卯
、
皇
紀
嚇
=

七
九
、
西
紀

一
五

正
月

三
捌
九
連
山
の
功
を
以
て

一
子
を
錦
衣
衛
に

鷹
し
世
蟄

千
戸
を
副
ふ
。
尋
で
租
母
峯
氏
の

病
危
篤
(
此
歳
卒
)
な
る
を
以
て
上
疏
し
て
致

(
六

Y

仕
を
乞
ふ
も
允
さ
れ
ず
。

整

朋

奮

州
。
此
の
護

州
壌

よ
り
東
+
五
里

の
地
鐵
に
あ
る
霧
山
寺
を
訪
歴
せ
し
な
ら
ん

と
推
察
せ
ら
る
。
潮
陽
(四

十
七
歳
)、
開
化

(
五
十
六
歳
)
に
同
名
の
露

山
寺
あ
り
て
訪
歴

せ
し
と
推
考
せ
ら
る
～
も
種

々
の
勲
よ
り
し

て
四
十
八
歳
訪
歴
読
の
方
首
肯
せ
ら
る
。

江
邊
阻
風
散
歩
至
嚢

山
寺

蹄
船
不
遇
打
頭
風
、
行
脚
何
緑
到
此
中
、

幽
谷
飴
塞
春
雪
左
、
虚
篶
斜
日
暮
江
塞
、

林
聞
古
塔
無
檜
佳
、
花
外
仙
源
有
路
通
.

随
虚
看
山
随
慮
樂
、
莫
將
踪
跡
嘆
蔀
蓬
。

(
全
書
巻
二
十
、
外
集
二
、
江
西
詩
内
)

難

州

撃

朗
輻
緩

州
の
三
墜

人
進
飽呉

等
藷

を
な

し
之
が
勘
慮
せ
し
め
ん
た
め
に
顔
州
の
鎭
府

を
稜
せ
し
む
。

壮
四
朗

塞

震
濠
逆
馨

學
ぐ
。

至
豊
漢

五
朗

江
西
膚

府
曲舞

縣
量

る
や
、
知
縣
顧
泌
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は
農
濠
の
叛
齪
を
告
ぐ
。

轟

聴

六
・晶

換
髭

乗
じ
て
響

に
臨
江
府
(江
西
省
)に

赴
き
、
知
府
戴
徳
儒
に
會
ひ
進
ん
で
薪
漆
.
(

江
西
省
)
に
至
り
知
縣
李
美
に
會
す
。

返
吉
安

秋
八
朗

逐

に
吉
安
(江
西
,
盧
陵

)に
誓

、
知
府
伍

文
定
、
急
遽
來
謁
す
。

禁

朋

上
疏
し
て
寧
王
の
謀
髪

撃

。

撒
酌

上
疏
し
て
便
道
省
葬
を
乞
ひ
且
蓼

告
ぐ
。

六
月

伍
文
定
と
謀
り
て
徽
を
四
方
に
傳

へ

(
二
十

二
日
)
義
兵
を
募
り
糧
食
を
調
獲
せ
し
む
。

在
吉
安
讐

韓

論

吉
安
に
あ
り
て
葺

義
丘
ハ饗

の
募
調

に

盤

力

す
。

肇

娑

仕
三
朋

霧
か
量

兵
を
整
へ
て
吉
安
を
撃

。

至
糟

聴

乱

驚

鎭
(江
西
省
)に
會
し
直
ち
曇

し
て
豊

城

に
至

る
。

霧

城

井

朋

豊
城
養

す
。

至
南
具

+
朋

趣
に
唐

を
撃

。

批
三
朗

始
め
農

濠
の
軍
兵
と
叢

。

王
陽
明
佛
刹
巡
歴
年
譜
會
要
(
二
)

至
黄
家
渡
枇
四
朋
南
昌
近
郊
の
黄
家
渡
に
於
て
奮
戦
。

至
八
字
漢

五
朋
南
昌
の
東
方
八
護

に
於
て
接
職
。

在
南
昌

佃
六
朗
途
に
護

を
露

東
北
方
馨

に
於
て
霧

し
薮
に
全
く
江
西
の
流

賊
準
定
さ
る
。

農
濠
六
月
十
四
日
叛
旗
を
爆
げ
し
よ
り
檎
獲

せ
ら
れ
る
起
四
十
絵
日
。
陽
明
七
月
十
三
日

吉
安
府
に
軍
馬
を
起
せ
し
よ
り
成
功
に
至
る

迄
纏
か
に
十
有
四
日
に
過

ぎ
ざ
る
な
り
。
古

來
蝸
齪
の
平
定
か
く
の
如

く
紳
速
な
る
は
莫

し
。
此
の
役
に
於
て
檎
斬

三
千
、
落
水
溺
死

せ
し
者
二
萬
飴
,
衣
甲
器
械
財
物
浮
屍
委
積

し
て
十
鹸
里
に
及
ぶ
。

杁
七
朗

上
奏
し
て
親
征
を
諌
止
せ
し
も
武
宗
皇
帝
既

に
南
京
に
至
る
。
此
の
頃
よ
り
好
官
張
忠
、

許
泰
等
そ
の
功
を
忌
嫌
し

て
畿
趣
至
ら
ざ
る

な
し
。

櫃
鶴

父
龍
山
公
の
疾
を
聞
き
し
か
ば
上
奏
し
て
郎

省

を

請

ひ
し

も
允

さ

れ

す

。

、

(
七

)
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